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 佐賀県行政組織規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年１月31日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

 佐賀県規則第１号 

   佐賀県行政組織規則等の一部を改正する規則 

 （佐賀県行政組織規則の一部改正） 

第１条 佐賀県行政組織規則（平成28年佐賀県規則第20号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

第27条の２ 略 第27条の２ 略 

２ 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、次

に掲げる事務を処理する。 

２ 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、次

に掲げる事務を処理する。 

 (1)～(8) 略  (1)～(8) 略 

  (9) 交流人口の拡大に資する公の施設等（佐賀県少年自然の家、

21世紀県民の森、波戸岬海浜公園、人工海浜公園、佐賀県港湾管

理条例（昭和47年佐賀県条例第36号）第10条第１項に規定する運

動場及び九年庵をいう｡）に関すること。 

 (9) 略  (10) 略 

第27条の４ 地域交流部文化・観光局に、リーダーを補佐するため、

参事、技術監、副課長、企画主幹、副技術監及び係長を置くことが

できる。 

第27条の４ 地域交流部文化・観光局に、リーダーを補佐するため、

参事、技術監、副課長、企画主幹、副技術監及び係長を置くことが

できる。 

２ 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、交

流人口の拡大に資する公の施設等（佐賀県少年自然の家、21世紀県

民の森、波戸岬海浜公園、人工海浜公園、佐賀県港湾管理条例（昭

和47年佐賀県条例第36号）第10条第１項に規定する運動場及び九

年庵をいう｡）に関する事務を処理する。 

 

（佐賀県公有財産規則の一部改正） 
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第２条 佐賀県公有財産規則（昭和40年佐賀県規則第６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

 (1)・(2) 略  (1)・(2) 略 

 (3) 課等 組織規則第３条の３第１項及び第２項並びに第４条

第２項に規定する課及びセンター、組織規則第19条第１項に規

定する室、組織規則第22条第２項に規定する政策総括監のうち

から知事が指定する職員（以下この号において単に「政策総括

監」という｡）又は組織規則第23条第２項に規定する政策企画監

のうちから知事が指定する職員（以下この号において単に「政策

企画監」という。）及び当該政策総括監又は政策企画監が指揮監

督する組織規則第27条の２第１項の規定により置かれた職にあ

る者からなる組織、政策企画監及び当該政策企画監が指揮監督

する組織規則第27条の５第１項の規定により置かれた職にある

者からなる組織、組織規則第22条第４項に規定するＳＳＰ総括

監又は組織規則第23条第３項に規定する推進監及び当該ＳＳＰ

総括監又は推進監が指揮監督する組織規則第27条第１項の規定

により置かれた職にある者からなる組織、組織規則第23条第３

項に規定するリーダー及び当該リーダーが指揮監督する組織規

則第27条第１項又は第27条の４第１項の規定により置かれた職

にある者からなる組織、組織規則第22条第２項に規定する産業

ＤＸ・スタートアップ総括監若しくは再生可能エネルギー総括

監又は組織規則第23条第３項に規定する推進監及び当該産業Ｄ

Ｘ・スタートアップ総括監若しくは再生可能エネルギー総括監

又は推進監が指揮監督する組織規則第27条の３第１項の規定に

 (3) 課等 組織規則第３条の３第１項及び第２項並びに第４条

第２項に規定する課及びセンター、組織規則第19条第１項に規

定する室、組織規則第22条第２項に規定する政策総括監のうち

から知事が指定する職員（以下この号において単に「政策総括

監」という｡）又は組織規則第23条第２項に規定する政策企画監

のうちから知事が指定する職員（以下この号において単に「政策

企画監」という。）及び当該政策総括監又は政策企画監が指揮監

督する組織規則第27条の２第１項の規定により置かれた職にあ

る者からなる組織、政策企画監及び当該政策企画監が指揮監督

する組織規則第27条の５第１項の規定により置かれた職にある

者からなる組織、組織規則第22条第４項に規定するＳＳＰ総括

監又は組織規則第23条第３項に規定する推進監及び当該ＳＳＰ

総括監又は推進監が指揮監督する組織規則第27条第１項の規定

により置かれた職にある者からなる組織、組織規則第23条第３

項に規定するリーダー及び当該リーダーが指揮監督する組織規

則第27条第１項又は第27条の４の規定により置かれた職にある

者からなる組織、組織規則第22条第２項に規定する産業ＤＸ・ス

タートアップ総括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は組

織規則第23条第３項に規定する推進監及び当該産業ＤＸ・スタ

ートアップ総括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は推進

監が指揮監督する組織規則第27条の３第１項の規定により置か
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改正前 改正後 

より置かれた職にある者からなる組織、佐賀県教育委員会事務

局組織規則（昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号。以下「教育

組織規則」という。）第２条第１項に規定する教育委員会事務局

の課、教育組織規則第９条第２項に規定する推進監並びに当該

推進監が指揮監督する教育組織規則第14条の３第１項及び第16

条の３第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、

教育組織規則第９条第２項に規定するリーダー並びに当該リー

ダーが指揮監督する教育組織規則第14条の２第１項及び第16条

の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、教

育組織規則第５条第１項に規定する室、警察本部及び議会事務

局の課並びに佐賀県財務規則（平成４年佐賀県規則第35号）第２

条第７号に規定するかい
．．

をいう。 

れた職にある者からなる組織、佐賀県教育委員会事務局組織規

則（昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号。以下「教育組織規則」

という。）第２条第１項に規定する教育委員会事務局の課、教育

組織規則第９条第２項に規定する推進監並びに当該推進監が指

揮監督する教育組織規則第14条の３第１項及び第16条の３第１

項の規定により置かれた職にある者からなる組織、教育組織規

則第９条第２項に規定するリーダー並びに当該リーダーが指揮

監督する教育組織規則第14条の２第１項及び第16条の２第１項

の規定により置かれた職にある者からなる組織、教育組織規則

第５条第１項に規定する室、警察本部及び議会事務局の課並び

に佐賀県財務規則（平成４年佐賀県規則第35号）第２条第７号に

規定するかい
．．

をいう。 

 (4)～(8) 略  (4)～(8) 略 

 （佐賀県財務規則の一部改正） 

第３条 佐賀県財務規則（平成４年佐賀県規則第35号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

 (1)・(2) 略   (1)・(2) 略 

 (3) 本庁等の各課 組織規則第３条の３第１項及び第２項並び

に第４条第２項に規定する課及びセンター、佐賀県教育委員会

事務局組織規則（昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号。以下

「教育組織規則」という｡）第２条第１項に規定する教育委員会

事務局の課、警察本部会計課、監査委員事務局、人事委員会事務

 (3) 本庁等の各課 組織規則第３条の３第１項及び第２項並び

に第４条第２項に規定する課及びセンター、佐賀県教育委員会

事務局組織規則（昭和31年佐賀県教育委員会規則第16号。以下

「教育組織規則」という｡）第２条第１項に規定する教育委員会

事務局の課、警察本部会計課、監査委員事務局、人事委員会事務
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改正前 改正後 

局、労働委員会事務局、議会事務局、組織規則第22条第２項に規

定する政策総括監のうちから知事が指定する職員（以下この号

及び次号において単に「政策総括監」という｡）又は組織規則第

23条第２項に規定する政策企画監のうちから知事が指定する職

員（以下この号及び次号において単に「政策企画監」という｡）

及び当該政策総括監又は政策企画監が指揮監督する組織規則第

27条の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる組

織、政策企画監及び当該政策企画監が指揮監督する組織規則第

27条の５第１項の規定により置かれた職にある者からなる組

織、組織規則第22条第４項に規定するＳＳＰ総括監又は組織規

則第23条第３項に規定する推進監及び当該ＳＳＰ総括監又は推

進監が指揮監督する組織規則第27条第１項の規定により置かれ

た職にある者からなる組織、組織規則第23条第３項に規定する

リーダー及び当該リーダーが指揮監督する組織規則第27条第１

項又は第27条の４第１項の規定により置かれた職にある者から

なる組織、組織規則第22条第２項に規定する産業ＤＸ・スタート

アップ総括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は組織規則

第23条第３項に規定する推進監及び当該産業ＤＸ・スタートア

ップ総括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は推進監が指

揮監督する組織規則第27条の３第１項の規定により置かれた職

にある者からなる組織、教育組織規則第９条第２項に規定する

推進監（以下この号及び次号において「教育委員会事務局の推進

監」という｡）並びに当該教育委員会事務局の推進監が指揮監督

する教育組織規則第14条の３第１項及び第16条の３第１項の規

定により置かれた職にある者からなる組織並びに教育組織規則

第９条第２項に規定するリーダー（以下この号及び次号におい

て「教育委員会事務局のリーダー」という｡）並びに当該教育委

員会事務局のリーダーが指揮監督する教育組織規則第14条の２

局、労働委員会事務局、議会事務局、組織規則第22条第２項に規

定する政策総括監のうちから知事が指定する職員（以下この号

及び次号において単に「政策総括監」という｡）又は組織規則第

23条第２項に規定する政策企画監のうちから知事が指定する職

員（以下この号及び次号において単に「政策企画監」という｡）

及び当該政策総括監又は政策企画監が指揮監督する組織規則第

27条の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる組

織、政策企画監及び当該政策企画監が指揮監督する組織規則第

27条の５第１項の規定により置かれた職にある者からなる組

織、組織規則第22条第４項に規定するＳＳＰ総括監又は組織規

則第23条第３項に規定する推進監及び当該ＳＳＰ総括監又は推

進監が指揮監督する組織規則第27条第１項の規定により置かれ

た職にある者からなる組織、組織規則第23条第３項に規定する

リーダー及び当該リーダーが指揮監督する組織規則第27条第１

項又は第27条の４の規定により置かれた職にある者からなる組

織、組織規則第22条第２項に規定する産業ＤＸ・スタートアップ

総括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は組織規則第23条

第３項に規定する推進監及び当該産業ＤＸ・スタートアップ総

括監若しくは再生可能エネルギー総括監又は推進監が指揮監督

する組織規則第27条の３第１項の規定により置かれた職にある

者からなる組織、教育組織規則第９条第２項に規定する推進監

（以下この号及び次号において「教育委員会事務局の推進監」と

いう｡）並びに当該教育委員会事務局の推進監が指揮監督する教

育組織規則第14条の３第１項及び第16条の３第１項の規定によ

り置かれた職にある者からなる組織並びに教育組織規則第９条

第２項に規定するリーダー（以下この号及び次号において「教育

委員会事務局のリーダー」という｡）並びに当該教育委員会事務

局のリーダーが指揮監督する教育組織規則第14条の２第１項及
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改正前 改正後 

第１項及び第16条の２第１項の規定により置かれた職にある者

からなる組織をいう。 

び第16条の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる

組織をいう。 

 (4)・(5) 略  (4)・(5) 略 

 (6) 本庁等の各課の副課長 組織規則第24条第１項及び第２項、

第27条第１項、第27条の２第１項、第27条の３第１項、第27条の

４第１項及び第27条の５第１項に規定する副課長、副センター

長、副室長及び企画主幹、教育組織規則第12条第１項、第16条の

２第１項、第16条の３第１項及び第18条に規定する教育委員会

事務局副課長、教育組織規則第13条第１項に規定する教育委員

会事務局副室長、警察本部会計課課長補佐、監査委員事務局副監

査監、人事委員会事務局人事主幹、労働委員会事務局副課長並び

に議会事務局総務課副課長をいう。 

 (6) 本庁等の各課の副課長 組織規則第24条第１項及び第２項、

第27条第１項、第27条の２第１項、第27条の３第１項、第27条の

４及び第27条の５第１項に規定する副課長、副センター長、副室

長及び企画主幹、教育組織規則第12条第１項、第16条の２第１

項、第16条の３第１項及び第18条に規定する教育委員会事務局

副課長、教育組織規則第13条第１項に規定する教育委員会事務

局副室長、警察本部会計課課長補佐、監査委員事務局副監査監、

人事委員会事務局人事主幹、労働委員会事務局副課長並びに議

会事務局総務課副課長をいう。 

 (7)～(20) 略  (7)～(20) 略 

   附 則 

 この規則は、令和６年２月１日から施行する。 


